
司会 法学会の講演会を始めます。今日は「国家公務員は何のために働くのか－東日本
大震災の被災者支援の現場から－」というテーマで，現在，内閣官房行政改革推進本部
事務局長である山下哲夫先生にご講演いただきます。山下先生は，1985年に旧総理府
に入府され，その後，霞が関で様々な役職を務めてこられました。そして今年の7月ま
では，総務省の行政管理局長であられまして，私もかつて総務省に勤めていたことがあ
り，その時の上司が山下先生でした。山下先生のご経歴のうち，特に今日のテーマにか
かわるのは東日本大震災が発生しました2011年の3月に緊急災害対策本部の参事官を
務められて，現地の様々な被災者支援に当たられたということで，基本的に今日はその
ことを中心にお話しいただきます。もともと講演を依頼した経緯としては，本学法学部
の学生に公務員の志望者がとても多いので，そのような学生に対してよりインセンティ
ブを高めるようなお話をしてほしいと山下先生にお願いをしたところ，ご快諾いただき
まして今日に至っているということです。開会に先立ちまして，私の話が長くてすみま
せん。学部長からのご挨拶をお願いしたいと思います。

三野学部長 みなさんこんにちは。今，青木先生からご紹介がありましたように，今日
は内閣官房行政改革推進本部事務局長の山下哲夫先生にお越しいただきました。いわゆ
るキャリア官僚の先生です。ご経歴は今，青木先生からご紹介があったとおりですが，
皆さん，国家公務員に対するイメージをどういった風にお持ちでしょうか。やはり香川
大という地方の国立大学なので，自治体職員と接する機会はそれなりにありますが，国
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家公務員が霞が関でどういう仕事をしているのかというのはどうしてもイメージしづら
いのではないかなと思います。また，財務省や文科省の例の森加計問題などがありまし
て，公務員に対するイメージは世間一般，以前からもそうかもしれませんが，あまりい
いイメージが持たれていない。いわゆる公務員バッシングというものもあります。ただ
実は，現場の各省庁で働いている公務員の方々というのは本当に地道に，日々国民のた
めを考えて仕事をしているというのが，私の接する機会で感じる率直な印象です。です
から今日は山下先生のお話を聞いていただき，特にいわゆるキャリア官僚でありながら
東日本大震災に関わったということで，現場目線，国民目線で公務員の仕事の在り方は
こうだったよということをお話しいただけると思います。ですから，みなさんの国家公
務員に対するイメージというのが，これでもう一歩近づいて，そちらの方で頑張ってみ
ようかという学生が出てきてくれたら嬉しく思います。今日は大変お忙しい中お越しい
ただいた山下先生の有意義なお話を聞いていただき，みなさんのこれからの進路選択に
役立てていただければと思います。山下先生，遠路はるばるありがとうございました。
それではよろしくお願いいたします。

1 はじめに
山下 ご紹介いただきました山下です。今日は「国家公務員は何のために働くのか」と
いう演題を担がせていただきましたけれども，あえて東日本大震災の時の被災者生活支
援チームの話からさせていただきます。その趣旨は，やはりどうしても国家公務員，国
の機関というのは何をやっているのか，という抽象的な話をしてもイメージがしづらい
から，ということです。それよりも具体的な話を聞いて，その中から何がしかの物をつ
かんでいただくということが大事だと思っていますので，私はいつもこういう機会があ
るときは具体的な話をさせていただいているところです。その際には，そういう具体的
な話の中からいちいち，ここから導き出される結論，教訓は何だという，過度な抽象化
はできるだけしないようにします。皆さん，自分の頭で考えていただければと思います。
私の授業ではだいたい，これ，どうしてこうなっていると思いますか？ ということを
いろいろと質問をします。そういうときにはぜひ積極的に手を挙げて答えていただけれ
ばと思います。ただそれは，知っていること，正解を出すことが大事なわけではありま
せん。なぜそういうことが起こるのだろう，なぜそういうふうに判断するのだろう，そ
ういうことを自分の頭で考えるということが，これは公務員に限らないと思いますが，
社会人として仕事をしていく上で極めて大事なことです。ですから，決して正解を当て
てもらう必要はありませんし，当てればいいわけでもありませんし，当てなければ偉く
ないわけでもありません。そういうことで，気楽に考えていただければと思います

⑴
。
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もう一点だけ前置きで申し上げると，東日本大震災は大変な災害でありましたので，
ここ高松ではありますが，近しい方で被災された方がおられるかもしれません。また，
最近では西日本豪雨，台風などいろいろこちらでも被害があったところですが，そこは
今日は題材ということで，震災，災害の話をしますが，ご容赦をいただきたいと思いま
す。

2 災害救助法と東日本大震災
それではさっそく，災害救助法の話から始めたいと思います。
まず，災害対策や災害救助の基本であるのが，この災害救助法という法律です。

○災害救助法（昭和22年法律第118号）（抄）
第1章 総則

（目的）
第1条 この法律は，災害に際して，国が地方公共団体，日本赤十字社その他の団

体及び国民の協力の下に，応急的に，必要な救助を行い，被災者の保護と社
会の秩序の保全を図ることを目的とする。

（救助の対象）
第2条 この法律による救助（以下「救助」という。）は，都道府県知事が，政令

で定める程度の災害が発生した市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治
法（昭和22年法律第67号）第252条の19第1項の指定都市にあっては，
当該市の区域又は当該市の区の区域とする。）内において当該災害により被
害を受け，現に救助を必要とする者に対して，これを行う。

第2章 救助
（都道府県知事の努力義務）

第3条 都道府県知事は，救助の万全を期するため，常に，必要な計画の樹立，強
力な救助組織の確立並びに労務，施設，設備，物資及び資金の整備に努めな
ければならない。

（救助の種類等）
第4条 救助の種類は，次のとおりとする。

� この方針に基づき，講演当日は学生に対する数多くの質疑応答が行われたが，マイクを通さない学生
の応答の記録（テープ起こし）が残っていないため，当該質疑応答の部分については，本稿では割愛し
ている。
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一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服，寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 被災した住宅の応急修理
七 生業に必要な資金，器具又は資料の給与又は貸与
八 学用品の給与
九 埋葬
十 前各号に規定するもののほか，政令で定めるもの

2 救助は，都道府県知事が必要があると認めた場合においては，前項の規定
にかかわらず，救助を要する者（埋葬については埋葬を行う者）に対し，金
銭を支給してこれを行うことができる。

3 救助の程度，方法及び期間に関し必要な事項は，政令で定める。

この条文を見てもらいますと，第2条に，この法律による救助は都道府県知事が災害
が発生した区域において行うということと，当該災害において被害を受け，現に救助を
必要とする者に対してこれを行うということが書いてあります。また，第4条で救助の
種類は次のとおりとするということで，ずらっと避難所，炊き出しなどが並んでいま
す。これらの条文のポイントは2点あります。その一つは，第2条及び第4条にありま
すように現物支給だということです。実際に被災をして避難所にいる人に対して，国の
施策としては，いろいろな費用を支給するという制度もありますが，実際の災害の被災
者にとっては現物，物がないとどうしようもありませんので，第2条の末尾にあります
ように，実際に被害を受け現に救助を必要とする者に対して第4条にあるような現物を
支給するという仕組みになっているということです。
二つめは第2条の1行目にありますように，その主語・主体が都道府県知事になって
いるということです。これがなぜ都道府県知事になっているのかというと，この災害救
助法は東日本のような大震災規模の災害も含め，およそどんな災害にも共通して適用さ
れる法律なのですが，大抵の災害は市町村の区域で被害対策は完結します。あるいは複
数の市町村になるかもしれませんが，ほぼそういうエリアです。そういった場合には，
どこの地域が被災して，どこに被災者がいて，どこを救助しないといけないかを一番掌
握できるのが，市町村役場なのです。実際にはほとんどの災害では，避難所を用意した
り炊き出しをしたりというのは，市役所や町村役場が担当するのが通例です。ところ
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が，この法律上の主語・主体は都道府県知事になっています。それはなぜかというと，
一つには実際にはもう少し大きい災害というのがあるわけです。その場合には，市町村
の区域だけでは対応できなくて，都道府県知事がやらなければならない場合もあるから
です。
もう一つは，お金の負担の問題があります。実際にある市町村で被害を受けたとき
に，市町村役場が実際に避難所の用意や炊き出しなどをするのですが，これにはお金が
かかるわけですね。そのお金を都道府県が負担すると，そういう意味なのです。ここの
引用の中には引いていませんが，災害救助法の後ろの方を見ると，この費用の負担の仕
方，都道府県がどのくらい負担して，国がどのくらい補助するかというのがずらっと出
てきまして，財政状況によって何割というのが全部細かく決まっています。したがっ
て，大抵の災害の場合には，市町村が実際に被災者の支援をやり，その費用を都道府県
が負担し，そのうち何割補助せよと国に依頼するのを都道府県がやるということです。
だいたいそれが，普通の国の災害の対応です。更に大規模な災害になると都道府県が直
接支援する場合もないではないですが，実際には都道府県，県庁は普段そういう仕事を
しているわけではないので，通常は市町村がやると，こういうことです。以上が基礎知
識編です。
ところが東日本大震災の場合には，市町村がそういう直接の支援ができないばかり
か，都道府県もとてもそこまで手が回らないという状態だったわけです。要するに，あ
の震災に限りませんが，あのように広域で被害を受けますと，その炊き出しの物資を調
達して届けるということだけで非常に大変なわけですね。そこで，そういうときには，
法律には出てこないのですが，国が直接支援をします。これは実際にそうなると，予備
費というのを使って，国が直接物資を買って現地に送るのです。そういうことは昔か
ら，そうなったときのために予定をして机上訓練はしていたのですが，それを本格的に
やったのがこの東日本大震災であったということです。

3 被災者生活支援チームによる物資支援
次に，東日本大震災の際に支援チームで行った物資支援の話をします。
先ほど，市町村がいろいろ物資を被災者に提供するとか，今回のような場合には国が
直接物資を送ったと述べましたが，これが実は，それほど簡単なことではないのです。
例えば東日本大震災が起きたときに，被災者はなかなか食べるものも手に入らないとい
う状況で，おにぎりやパンを送ろうとしたとしましょう。どうやって送りますかね。こ
れが実際容易ではない。それで私が行った被災者支援チームで何をしたかというと，ま
ずおにぎりを作っている会社や，パンを作っている会社に連絡をして，おにぎりやパン
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だと持ちませんから，何月何日にいくつ作れるかと聞かなければならないのです。そも
そもその前に各市町村から何月何日の朝飯用にいくつと，まず注文を聞かなければなら
ない。おにぎりとパンは余分にあっても傷むだけですから，ある程度の誤差は仕方ない
としても，大きく違うわけにはいかない。そうなるとこれはまず，市町村が何月何日の
朝飯用におにぎり何個，パン何個，昼飯用に何個というのを，実は避難所ごとにカウン
トするのですが，それを市町村がまとめて県に要望を出すのです。それを県がまとめて
国に伝えてくる。
今度は食品メーカー，メーカーもたくさんありますから，それぞれに，そちらはいく
つ作れますか？ と国が聞くのも大変です。こういうときに便利なのがわが国に存在す
る業界団体というもので，例えば日本パン工業会といった業界団体があるわけですね。
そのような業界はこういう災害対応に慣れていますから，その業界団体にどこで，い
つ，いくつ提供できるかということを聞くのです。そうすると，どの工場で何日にいつ
仕上がるというのが出てくるので，これをマッチングするのです。ここの県にいつまで
にいくつ届けなければならないのと，どこの工場でいくつできるというのをマッチング
するわけです。それでもまだ足りないときには，どうやって輸送するかという問題があ
ります。もちろん自衛隊も協力しましたが，基本的に，自衛隊は自衛隊にしか行けない
ところに出動してもらいます。というのは，自衛隊は自分たちで何でもできる組織なの
で，災害で寸断している道路などにも行けます。そのため，そういうところに運ぶため
に自衛隊のトラックや船を使うわけですね。したがって，それ以外の一般の車両でも行
けるところは，できるだけ民間の車両を使うようにしないと，自衛隊の資源のもったい
ない使い方になってしまう。
そうすると，今度は全日本トラック協会という業界団体がありまして，トラック，運
送系というのは大手の運送会社もありますが，トラック数台しか持っていないという小
さいところも多い。個々には聞けないのでトラック協会に連絡をして，それでいつ，ど
この工場から，何県までに届けるトラックを派遣できるところを探してほしいと依頼す
るわけです。そうするとそのトラックが出てきて，その県までは運ぶけれども，更に県
から市町村にも運ばなければならないので，そのトラックの手配もすると。さらに，そ
の現地に届くところは，これはちょっと普通の車両では行けないというところには，そ
こは自衛隊にやってほしいということでつないで運んでもらうと，だいたいそういう感
じになります。
この被災者支援チームでやっていた時には，私は総務省という役所からチームに派遣
されていましたが，霞が関のほぼ全ての省庁から職員が派遣されて来ていました。それ
はなぜかというと，食品業界に頼んでその業界と話ができるのは，日常的な付き合いが
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ある方が話をしやすいので，ほとんど食品の調達というのは農水省から来ている職員が
やりました。トラックの手配は運輸業を担当する国交省から来ている職員がやります。
燃料とか日用品は経産省，医薬品は厚労省ですね。ここは自衛隊のトラックを出してほ
しい，船を出してほしいとなると当然防衛省というように，結局こういうときにはいろ
いろなツールを総動員しなければなりません。それを全部流さないことには，どこかで
途切れるともうそれで届きませんから，そういうチームを組まないといけない。だから
そういうプロたち，彼らは業界団体を含めて日ごろからそういう訓練をしていますの
で，そういう人たちがそういう時にパっと集まってそういう作業を24時間体制で，交
代制ですがやっていたということです。なかなか，「物資を送る」という言葉を聞いた
だけでは，そこまで想像できないかもしれませんが，実際にはその裏では様々なことが
あるということです。ところが今申し上げた話もまだ基礎編で，実はもっと大変なこと
がいろいろあります。
一つは，燃料，つまりガソリンのことです。要するに，被災地は公共の交通機関のあ
まりないところでしたから，皆さん車で動くわけですね。だからガソリンがなくなる，
なくなるというのは届けられないからガソリンがなくなる。そうすると，パニックにな
るわけです。だからガソリンを運ばないといけない。ガソリンは，石油関係は経産省が
やっていますが，西日本からガソリンを大量にタンクローリーで運んで，届けられない
ところは自衛隊でつないで運ぶ。本当は，ガソリンは危険だからガソリンスタンドで給
油しないといけませんよね。ところが，ガソリンスタンドも被災している。となると，
ガソリンスタンドでなければ給油してはいけないということを決めているのは消防庁，
総務省消防庁ですが，ここではそのルールを解除してもらって，最低限これだけやって
くれれば OKということにして給油をすると，そういう流れでした。
ところが，これは私の個人的意見ですが，今回はガソリンを持っていくのがちょっと
早すぎたかなと思っているのです。実はあの時，食料は，さすがに命にかかわりますか
ら，すぐに届けたわけですが，ガソリンはいろいろなところ，特に西日本からかき集め
て運ばなければならなかったので，相当時間がかかりました。それでガソリンがないと
いうのは新聞をはじめ結構報道されたのですが，私の印象としてはちょっと早く届けす
ぎたかなという感想を持っています。なぜだと思いますか？ 冒頭述べましたように当
てる必要はありません。考えることが大事です。
では，質問を変えましょうか。そういうときにガソリンを潤沢に供給したら，どうな
ると思いますか？
ピンときませんか。とても多くの方が車に乗るのですよ。ただでさえ多くの道路が被
災して通れなくなっていますよね。そこを多くの人々が車で走るようになると，物資を
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届ける車が渋滞に巻き込まれて届かなくなってしまうわけです。実はこれも大変に難し
いのです。まずは支援物資を届けるとか，医師を届けるとか，そういうところを優先し
てやっていかないと，危ないということですね。
そのほか結構悩ましいのは，プロたちはみんな知っていることですが，私は行って

「なるほど」と思ったのは，東日本大震災の時に最初に送る食料というのはパンとおに
ぎりだけだったのです。カップ麵などは送らないわけです。なぜだか分かりますか？
先ほどの燃料のことよりも簡単な問題です。
水の問題も多分あるとは思いますが，決定的なのはお湯が沸かせないからですね。あ
の規模の大災害になるとお湯が沸かせないので，そういうところにカップ麵を送っても
仕方がない。したがって，あの規模の大災害のときには，まずはパンとおにぎり。その
まま食べられます。それで次のステップで，カセットコンロなどを送る。それでお湯が
沸かせるようになると，カップ麵が送れる。カップ麵は保存がきき，賞味期限のことを
気にしなくていいので，実は被災地に送る上では楽なのですが，それはそういう環境が
整ってからでないとだめなのですね。
そうやって，最初はパンとおにぎりで，あたたかいものを食べたいなと思っていると
ころへ今度はカセットコンロが届いて，カップ麵が食べられるようになるといいのです
が，その次はもうちょっと普通のものが食べたいなとなる。そういうときに自衛隊が
行って炊き出しをするというのもあるのですが，自衛隊には，自衛隊にしかできない道
路を切り開いたり，そういうことを優先してやってもらわないといけません。あまり炊
き出しなどに自衛隊を使うわけにはいかないので，今度は調理器具，カセットコンロだ
けではなくてもっとしっかりした調理器具を送っていくわけです。このように段階的に
物資は届けられていくのです。
それでは，次に右図を見てください。これを見ると，国から食料を送ったのが被災か
ら始まって4月20日で終わっていますよね。これはなぜだと思いますか？
これはなかなか難しいですか。まさに実は民間のお店とか，そういうのが復活したか
らなのです。でもそれではなぜ，それで国は食料を送るのをやめたのでしょう？ 何度
も申し上げているように当てる必要はないし，これだけ大人数だと手も挙げづらいとは
思いますが，皆さん是非，まず自分の頭の中で考えてみてくださいね。そのうえで私の
話を聞いていただければと思っています。これは実は，国としては各3県（東北3県）
から食料を送ってほしいと要望があればこの後も送るつもりでいました。しかし3県と
も，もう不要と言ってきたのです。なぜでしょう？
国が送ると，全国から送ることになりますよね。被災地といっても内陸も被害があり
ましたが，基本的にひどかったのは沿岸部でした。内陸は，まだ農業生産もあり，お店
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も営業しているわけです。要するに，自治体は地元にお金を落としてほしいと考えたわ
けです。国が送るということは，だいたい被災地でない県産のものを買って送るわけで
すから。もちろん災害直後で，県内で生産できない，あるいは流通できないというとき
にはそれをやるしかありません。しかし，県内で作っているものがあるということに
なったら，それは県内のものを買ってもらった方が，その買った代金が県内に落ちるわ
けです。そして，その落ちたお金がまた県内で回っていくわけですね。だから実は，こ
れは結構自治体からすると切実なのですね。災害が起きると最初は大変だ，何とかしな
ければならない，というところからスタートするのですが，そのあと少し落ち着くと，
今度はいかに県内にお金を落として地元の経済をもう一回元に戻すかということを積極
的に考えないと，いつまでも，とりあえず人は生きていても元の社会，経済に戻らない
ということです。
この関連で，震災が起きた3月の2ヶ月後の5月に岩手県で開かれた各県庁と各被災
市町村が打ち合わせる会議に参加したことが思い出されます。その5月の段階で，各県
庁，各市町村役場とも気にしていたのは，被災者に提供している食事，弁当などをいつ
打ち切るかということでした。あの当時，5月ないし6月くらいで弁当などの食料の提
供をやめた自治体が多かったのです。これについて報道では，仮設住宅に入ったら食事
が出なくなる，かわいそうだという論調の記事が多かったのです。でも実際は，そうで
はなかった。要するに県内で，（もちろん災害が起きたから働けない，収入がない人を
どうするかという問題は別で，そのことはまた後で出てきます。）働くことができ，収
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入がある人がいるのであれば，むしろ県内で消費してもらった方が，それはまた地元の
経済の回復につながると。ですから，弁当の支給などをどこかで打ち切ることによっ
て，住民が働いて，お金を稼いで，それを消費して，というところにもっていかないと
町が元に戻らない。しかし，それをやると報道機関から批判されるだろうなということ
で，なかなか足を踏み出せない。しかし，それはどこかで思い切らなければならない。
というわけで，どこの自治体でも仮設住宅に入ったら食事を出せないというわけではな
くて，実際どの自治体も働けない人や高齢者とか，買い物に行けない人には食事を出し
ているわけです。どうしても，あまり考えずに物を見てしまうと，かわいそうなところ
に届ければいいという感じになってしまいがちですが，必ずしもそうではないのです。
この関連で，分かりやすいもう一つ物資の例に，当時よく報道されていたパーテー
ション（衝立て）の件があります。災害救助法は別名「ドラえもんのポケット」といっ
て，どんなものでも被災者が必要なものは送ることができます。例えば夏場で避難所の
体育館のようなところが暑いとなると，体育館用の大型のエアコンを送って設置するこ
ともできるわけです。あるいは，避難所にパーテーションを送ることもできます。これ
が当時，パーテーションがあまりなくて避難者にプライバシーがなくてかわいそうだと
いう報道がされました。そのため自治体に，パーテーションを送ることはできるので，
必要であれば言ってほしいと伝えたのですが，あまり注文が来なかった。なぜでしょ
う？ これは難問です。
避難所というと，大抵，体育館のような大きな場所をイメージされますよね。ところ
が，実際は違うのです。つまり，仙台市とかもう少し南の辺りには体育館があるかもし
れませんが，牡鹿半島や三陸のリアス式海岸に体育館があると思いますか？ ほとんど
ありません。それではどういうところが避難所になるかというと，人家なのです。三陸
の地理の話ですが，リアス式海岸は海岸沿いにはほとんど平地はなくて，そこからいき
なり標高2，300メートルくらいの高い大地になって，高い大地の上に人が住んでいま
す。そして，だいたいあのようなところですと家が大きいので，そういう家が避難所に
なります。家にはふすまがあるので，パーテーションはいらないというわけです。三陸
やリアス式海岸近辺の被災者は，大概近場の大地の上にある地区長さんの家とかそうい
うところに避難していました。ところが，そういうところには，テレビカメラが入らな
い。入ってはいけないというわけでもないが，取材申込みがしづらいのかもしれません。
そのため，避難所というと体育館という印象になるのでしょう。しかし，必ずしもそう
いうわけではない。いや，あの時マスコミにいろいろ批判されましたが，政府は間違っ
たことはしていません，という弁明を私はしているわけではなくて，ちょうどこの一見
した見方と現実は違うというギャップが大きい例として挙げたまでです。念のためです
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が，今日，私は，特にそういう役所を擁護する立場で来ているわけではありません。物
資については，以上です。

4 諸外国からの救助チーム・専門家チームの派遣受入れ
では次に，諸外国からの救助チーム，専門家チームの派遣や物資受入れについて，お
話しします。これは実際にわが国も外国で災害が起こったときに物資を送れるように成
田の近くに倉庫があって，そこにいろいろな支援物資を貯めてあり，何かあると外国へ
送ることもあります。それからもちろん，国内にも，それと同じ要領で外国からも，こ
ういうときにはいろいろなものが送られてくるわけです。
それから，人も送られます。これについては，国際緊急援助隊というのを聞いたこと
がありませんか？ わが国にも国際緊急援助隊という救助チームというのがありまし
て，これは災害が起きてすぐ間もないうち，72時間といわれる間にまだ人が埋もれて
いないかとか，そういうことを探すチームです。それからその次に医療チームやその他
の専門家チームを送ったりするわけです。次図がその諸外国から受け入れた救助・専門
家チームがどういう所で活動したかということです。
物資のところで時間を使ってしまったので，ここでは先に答えを言ってしまいます

が，図を見て分かるとおり，だいたい3月にいろいろな救助・専門家チームを受け入れ
ているわけです。被災直後の時には，捜索など，もちろん自衛隊や消防もいますが，人
手は少しでも多い方がいいので，そういうときには諸外国からも救助隊チームを受け入
れて，捜索をするわけです。そして，実はこの東日本大震災の時に，諸外国からの医療
チームの受入れというのが少なかったのです。この図で見ると右側の真ん中より少し下
あたり，イスラエルから南三陸町にきていますが，それぐらいしかなかった。これがま
た当時，「わが国はなかなか外国の医師を受け入れようとしない」とよく報道されたの
です。
医療の関係では，DMATというのを聞いたことがありますか？ 国内にも DMATが
あり，そこに医師が登録してあるわけです。そして，災害が起きると DMATのその週
の当番の医師が現地に派遣される，というふうに国内ではやっています。大災害のとき
には，この DMATの医師は外国にも派遣されることがあり，国内の災害のときにも足
りない場合には外国から受け入れたりします。ただ実は，阪神淡路大震災の時に医師の
受入れが十分にできなかったという批判がありまして，その後いろいろな手当てがされ
ました。そのため，東日本大震災の時には，実は医師を外国から受け入れるには何も制
約がなくなっていました。にもかかわらず，実際には受入れはほとんどありませんでし
た。
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例によって政府を正当化するわけではありませんが，医師の受入れが少なかったこと
が結構報道されたのです。しかし，医師の受入れが少なかったことにはそれなりの理由
があります。なぜでしょう？
これはなかなか報道機関には説明しづらい理由だったので，批判されるがままにする
しかありませんでした。阪神淡路大震災は，けが人が大勢いました。一方，東日本大震
災は，不幸なことに，けが人はあまりいなかったのです。そのため，その医療が必要な
場面があまりなかったというわけです。実際には，病院とか老人ホームも被災している
ので，そういうところで医師のニーズはあるのですが，要するに災害でけがをした人の
治療ではなく，慢性疾患などの治療なので，外国から医師を受け入れて，さっと役に立
つかというとそうではない。したがって，現地では外国の医療についてのニーズは，ほ
とんどなかったというわけです。これは，対外的になかなか説明しづらいことでした。
このことからいえることは，災害ごとに，あるいは地域ごとに，影響が大きく違うので，
臨機応変に考えなければならないということでしょう。
また，諸外国からの物資の受入れについても容易ではなくて，外国から提供の打診が
あった物資を全て受け入れると，倉庫が満杯になってしまうのです。少し話を戻します
が，国内で物資を送るときに市町村の要望数を県庁で集めて，県庁から国に要請があり
それを県に送って，県が市町村に届けるといいましたね。簡単に説明しましたが，実は
これが結構大変なわけです。県に送った物資というのは，例えばおにぎりが1万個あっ
たとして，そのうちの何個はこの市町村，何個はこの市町村というふうに分けなければ
ならない。ところが，この市町村にはおにぎりだけではなくて，ほかにもカセットコン
ロも送るかもしれないし，日用品も送るかもしれないのです。つまり，県庁ごとに仕分
けをしなければならないわけで，今回分かったのは，物資を扱う上での素人にはこれは
全く無理ということです。特にいろいろなところから応援でいろいろな物資が送られて
きますが，腐らないもの，例えば毛布だとつい受け入れてしまいます。実際，今回，「毛
布を受け入れすぎた」と言っている自治体が結構ありました。腐らないからと思って受
け入れたら，すぐに倉庫が満杯になってしまったと。
もっとも，倉庫が満杯になるくらいならまだいいともいえます。実際にそのように送
られてくる物資を，こちらから来たこれとこちらから来たこれを組み合わせてここへ
送って，こちらから来たこれを更にこちらに分けてということをやるのは，かなり大変
でした。結局そこがネックになってしまい，最初は自衛隊にやってもらいました。自衛
隊はある意味万能で，自衛隊だけで全ての兵站，ロジスティクスまで全部できる組織な
ので，そういうこともできるのです。しかし，先ほどから申し上げているように，やは
りそういうところで自衛隊にお願いするのはもったいない。では，誰にお願いしたで

国家公務員は何のために働くのか（山下）

103（103）



しょう？
これは答えてもらうまでもありません，宅配業者ですね。お願いしたというと語弊が
あって，実は宅配業者の方々から「やりましょうか」と言ってくれて，「お願いします」
と頼んだら，さすがに受け入れるときに品目別に上手に仕分けていく。それがあって，
スムーズになりました。そして実は，この間の熊本地震の時にその経験が大分活かされ
ました。ということで，いろいろな業界と各省のつながりが重要であったということで
す。

5 政府の壁新聞
次に，政府広報として避難所に貼りだした壁新聞の話をします。
実際にはこれはとても大きい，A2くらいの壁新聞を貼ったのです。ここには2枚し
か載せていませんが，こういう壁新聞のほかに実はもう一枚，白紙を付けて「政府に対
する要望があったら書いてください」というのをやりました。というのは，被災直後は
なかなか通信手段も電源も十分な状態ではなかったので，そこに書いていただいて次の
号の壁新聞を持って行ったときに回収するということをやってみたのです。しかし，こ
れは結果的にあまりうまくいかなかった。なぜでしょう？
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要するに，あまり皆さん書いてくれなかったのです。なぜでしょう？
難しいですか。要は，国に対する要望ってあまりないからです。例えば，国が広報で
知らせるのは，「この道路が今後つながります」とか，「こういうふうにいろいろ物資が
流れるようになります」といった内容なのですが，被災者が知りたいのは，もっと自分
の周りのことなのです。今いるこの場所がどうなるか，ということなのですね。そこま
では国はなかなか情報提供できないので，実は私も5月に三陸を回った時に，避難所に
行く都度この壁新聞がどこに貼ってあるのか確認したのですが，だいたい誰も見ないよ
うな端の方に貼ってあって，メインのところに貼ってあったのは自治体の壁新聞なので
す。それを見て，なるほどそれはそうだ，と納得しました。結局，この自治体でこのサ
ービスが得られるのかとか，こういうことが今どういう状況になっているか，被災者は
そういうことを知りたいわけです。したがって，被災者は政府広報をあまり見ないし，
別に国という遠いところに頼みたいわけでもないので，あまり要望が書かれなかったと
いうことでした。

6 アンケート調査
次に，震災直後に実施した「3県全避難所に対する実態把握調査」について話します。
この調査の第1回の結果は4月15日，だいたい被災から1か月くらい経った頃に報告
されています。一応物資は送った，燃料なども送った，救助もやっている，あとで話し
ますが仮設住宅の手配なども始めているという頃でしたが，もうこの時点で1か月で
す。そろそろ避難所の状況は大丈夫か？ ということが心配になってきて，避難所の実
態把握というのをやりました。しかし，避難所というのは法人組織ではありませんか
ら，実態把握といってもなかなか大変です。一応管理者がいますが，大きな体育館系の
避難所では，自治体の役場の職員が管理者になっていることが多い。小さいところで
は，その集落の地区長さんという人が，管理の責任者になっているわけです。そういう
人に頼んで実態把握をやるわけですから，あまり細かいこととかややこしいこととかを
聞くわけにもいかないので，簡単な調査にしました。
次頁の調査結果を見て何か気づいたことはありませんか？ 注目してほしいのは，1
頁の上のところ，この4月6日から10日という時点で避難所はまだ1，000カ所あり，
そのうち回答があったのが323カ所，回収率が3割だったというところです。これは予
想していて，おそらくそんなに返ってこないだろう，と考えて調査したのです。では，
ここから考えてください。なぜ，そんなに回答が返ってこないだろうと予測しながら
も，この調査をやったのでしょう？ これは，時間があったらゆっくり考えていただき
たい問題です。
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実は，この調査をやろうと考えた最大の目的は，どこの避難所から回答が返ってこな
いかを調べるためだったのです。要するに，回答が返ってこないということは，その避
難所の管理者の手が回らないか，状況を把握していないか，そのどちらかということに
なるわけです。そういう避難所に気を付けて見ておかないと危ない。避難所は1，000カ
所もあるのです。
この調査の結果はこうやって公表しましたが，間仕切りを除くとそんなに悪くない評
価でした。しかし，その対象は回答が返ってきている避難所だけですから，状況が良い
のは当然です。そんなことが知りたかったというわけではなくて，外向きにはどこの避
難所がどうとは公表していませんが，都道府県や市町村には，回答がなかった避難所を
伝えて，ケアしてほしいとお願いしたというわけです。
避難所の管理も結構大変で，最初災害が起きてわっと集まるときには，皆さん慌てて
くるので，体育館のようなところになると，まず土足で入れてしまうのです。そして，
これが一番病気の元になります。避難所で一番気を付けないといけないのが，感染症で
す。感染症が起きたらすぐに広がってしまうので，必ず病気の感染を防がないといけな
い。そのためには土足禁止というのが大事なのですが，これも最初どっと集まってきた
ら，どうしても土足のまま入ってしまいます。そうなってしまったら，あとから「土足
をやめてください」と決めるだけではだめで，一度，被災者が持ち込んだ荷物を全部ど
けて，皆で掃除をして，そのあとに入らないと意味がないわけです。そして，これをや
るには，避難所にある程度の指揮能力がいるわけです。そのため，ある意味10個マル
を付けるだけの調査が返ってこないという避難所があるのであれば，これは役場から手
をかけないと，そういうこともできないだろうというふうに考えたということです。

7 全国の避難者等の数
次表は，全国の避難者の数が出ていますが，東日本大震災の時には，新聞の1面に避
難者10万人とかそういうのがよく書かれていました。しかし，実はこの避難者という
概念が本当はややこしくて，避難者というと避難所にいる人というイメージがあるで
しょうが，避難所にいる人もいれば，旅館，ホテルを借り上げてそこに入っている人も
いるわけです。つまり，災害救助法上，旅館とかホテルを借り上げることもできるわけ
ですね。ずっと避難所にいるとエコノミー症候群などの心配もあるので，旅館やホテル
で少し休むことも必要であると自治体の職員などが考えるわけです。一方，例えば岩手
でいえば花巻という温泉地にお客さんが来ないので，ならば避難者受入れに使ってもら
えれば，旅館にはお金が落ちるし避難者は楽になるからということで，この旅館，ホテ
ルも推奨したのですが，これが案外伸びませんでした。これはなぜでしょう？
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これは難しい問題かと思います。個人的な印象として，三陸の人たちはほぼ，海辺か
ら離れたがらないのです。やはり，漁ができるようになったら漁に行きたいと思ってい
るので，「1，2泊くらいホテルで休んだらいかがですか？」ということを推奨しても，
あまり離れたがらない。
ほかにも親族，知人宅に行っている人もいるし，仮設住宅にいる人もいますが，「避

難者何人」というときには，その内訳が何の数字か気を付けて見ないと，どのくらい辛
い状況にあるのか否かということが分からないのです。

8 仮設住宅
次に住宅関係です。仮設住宅についても，業界団体が力を発揮してくれました。全国
住宅生産者団体，協会とか，プレハブ協会というのがあって，そういった団体が全部の
県と災害協定を結んでいるのです。それで個々の業界団体が優れているのが，仮設住宅
が必要ということになると，その数に応じて，資材だけではなくて，それを作る人員も
併せて，セットで手配して運んでくれるのです。この場所に何戸作ってほしいと頼め
ば，必要な資材と作る人は用意してくれるということになっています。それで進めたい
のですが，最初の出だしはそんなに数が出ませんでした。実は最初に資材と人手の方は
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確保してしまっているのに，すぐに作れませんでした。なぜでしょう？
答えは，場所が確保できないからです。皆さんは，三陸のあたりに馴染みがないで

しょう。私も東京出身ですから同じなのですが，海辺の町は土地が狭いのです。その
土地は被災してしまって，堤防も壊れて次に津波が来たら危ないので，山の上に作るし
かないわけです。実は三陸には，山の上には平地が結構たくさんあるのです。そういう
ところに，例えば遠野とか，あそこは内陸だから，自衛隊が基地を置いたり駐屯したり
できるくらいのスペースがあります。したがって，住宅も作れます。しかし，先ほども
申し上げたように，皆さんあまり海辺を離れたがらないので，仮設住宅をどこに作るか
という住民との調整がなかなかまとまりません。私が5月に行って驚いたのは，ある海
辺の町で，家は全部壊れてコンクリートの土台しか残っていないところに家を建ててい
る人がいたのです。おそらく自分でやっていたのでしょうが，危ないと思いました。そ
れで，そこの市町村の役場の人に聞きましたら，「皆さん離れたくないのですよ…」と。
こういうことは統計の取りようがないから分かりませんが，いろいろな事情があって，
例えば，漁が再開できるようになったらすぐに海に出たいから，内陸に上がってしまう
ことはできないという事情。あるいは，近しい人がまだ行方不明状態で，いつ見つかる
か分からないから離れたくないという事情。そして，皆が離れてないのに自分だけが離
れたくないという事情。小さい集落ですから，結束力が高いのでしょう。そういったこ
とで，皆さんなかなか離れてくれない。そのため，「仮設住宅を安全な丘の上に作りた
い」と言っても，「いやこの辺りでどうにかなりませんか」というやり取りが大変多い。
辛抱強く説得していかなければならないのです。
マスコミ批判が目的ではありませんが，「高齢者が気の毒だから仮設住宅に入れるべ

きだ」との報道がありました。ところが，これもあまりよくないのです。なぜでしょう？
高齢者に早く仮設住宅に入ってもらおうとすると，その仮設住宅が高齢者ばかりに
なってしまいます。そうすると，その後が大変なのです。その高齢者たちの見守りを誰
がやるのかという問題があって，若い人が混住していれば，その若い人に「周りを見て
おいてください」と頼むことができます。また，遠いところにいるお互い顔なじみでな
い高齢者を同じ仮設住宅に集めてしまうと会話がなくなってしまうので，それが一番よ
くありません。そのため，集落単位で移していくというのが基本なのです。集落単位で
移すことにより，そのコミュニティを維持できるようにして，そのコミュニティの中で
見守りというか，何とか助け合いができるようにしておく必要があるのです。

9 被災地への公務員の派遣
当然のことながら，被災自治体の職員だけでは足りないので，日本中の自治体から応
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援職員が行きました。
また，被災地の要望に応じて国家公務員も派遣しました。しかし，国家公務員への派
遣要望はほとんどありませんでした。冒頭申し上げたように，災害のときに，避難所を
運営するのは，そういう経験を持っている市町村がほとんどなのです。そのため，実際
の災害のときには市町村職員でないとあまり役に立たないのです。特に市町村の中で
も，政令指定都市のように大規模にチームで派遣できるところというのが一番良いので
す。これに対して，国家公務員は，制度であったり，何というか裏方はやっていても直
接の支援の部分は経験がないので，なかなか役に立ちづらいということがあります。

10 雇用創造事業
先ほど物資支援のところで，物資支援をしたとしても，その後は地元でお金と経済が
回っていくようにしなければならないということを申し上げましたが，このことが回る
ためには稼ぐための仕事があるということが大前提になります。ところが，震災があっ
たがゆえに，例えば港が被災して船が出せないと漁ができないわけですが，たとえ船が
出せても水産品の冷蔵庫や製氷のための冷凍庫が壊れていれば，漁に出られません。特
に牡鹿半島から北の方の場合には，漁か，漁をしたものを加工するか，といったことが
中心で経済が回っているので，漁が成り立たないとお金も回らないわけです。それは自
治体にとっては深刻な問題であり，そこで新しい仕事を作ってお金を稼げるようにしな
ければならない。そのため，8，810億円という事業規模の「重点分野雇用創造事業」と
いうものが実施されました（対象事業に被災地支援業務が加えられた。）。国からお金を
出すことはできるので，それで新たに仕事を作るということです。
もっとも，震災で仕事がなくなってしまったわけですが，逆に震災があったことに
よって，やらなければならない新しい仕事もかなりありました。たとえば，避難所の運
営，先ほど申し上げたように仮設住宅での高齢者の見守りであるとか，また仮設住宅に
行ったら学校とか買い物のために送迎バスを出すとか，いろいろとあるのです。さら
に，役所の行政事務も人手が足りないわけです。このように，一方で災害があったがゆ
えにやらなければならない仕事があり，一方では災害があったがゆえに働けないという
人がいるのです。
それならば，国からお金を出すので，雇用の場を確保してほしい，ということを働き
かけたのです。例えば漁に出られなかったのは船の被災もありますが，港の被災も大問
題でした。港の海の中に網や漁具といった「海がれき」が沈んでいて，危なくて船が出
せないわけです。海がれきをさらわないといけないが，人手が回らない。それを漁に出
られない漁師さんにさらってもらう。
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このようなことをして，先ほど弁当などの食料支給をいつ打ち切るかという話をしま
したが，それとともに仕事をどうやって作るか，働いてもらえるか，これがまた一つの
大テーマでした。

11 がれき処理
がれきの関係も大変で，がれきを持っていく場所がなかなかないのです。仮設住宅を
建てる場所，平地というのもなかなかないのですが，がれきを持っていく場所も同じで
す。がれきについて詳しく話す時間がなくなってしまいましたが，少しご紹介しておく
と，がれきの関係で後で問題になったのが，膨大ながれきを今，野積みしていることで
す。野積みしている家電は，まだ電気が残っていたり，薬品が残っていたりして危険な
ので，処理しなければなりません。
今のお話は後で問題になることですが，震災直後のがれき関係で一番問題になったの
が，私有地に入れないということでした。要するに，津波で流された家財が別の家の敷
地にあるかもしれないとしても，私有地には無断で入れないということです。ましてや
私有地にある物を勝手に撤去できません。道路にあるがれきは市町村や自衛隊がどんど
ん撤去できますが，私有地にあるがれきは，法律的に撤去できないのです。
震災の後，数日後くらいに自治体からその対応の相談があり，深刻な問題ということ
で，関係省庁，具体的には警察，法務省や内閣法制局等が集まって，1週間くらいで
「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」をまとめました。
その指針には，一言で言えば「常識的にやりましょう」と書いてあるわけですが，そう
いうことを国がリードすると，皆さんやりやすくなるのです。
実は，当時被災地では自宅の敷地にがれきがあると，自治体や自衛隊が撤去してくれ
ないから，こっそり夜の間に道路に出してしまうということがありました。そうする
と，道路がますます狭くなってしまい，車が通れなくなるので問題です。また，がれき
といっても全壊してしまった家というのは，言い方が悪いかもしれませんが，それほど
悩みません。一番困るのは，家の外形はとどめているものの，弱くなってしまってダメ
というケースです。壊していいものかの判断ができないのです。そして，その住人はど
この避難所にいるのか調べることも難しい。つまり，住人本人に，これは壊してよいの
か，そのままにしておくのかを確認することが大変困難でした。これについては，たま
たま，どこかの市町村がある発明をしました。その発明とは，避難所で住民に緑の旗と
赤い旗を配布し，家を壊してよいという場合には緑の旗を立て，逆に壊してほしくない
という場合には赤い旗を立てておいてくださいとお願いしたのです。そして，住人が自
宅に行ったときに旗を立てかけておいてくれれば，壊すときにその家の持ち主を調べる
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必要がないわけです。その旗だけを見て作業ができるということで，とても効率的で，
これは一気に全国に広がりました。

12 被災者支援チームの様子
最後に，私がいた被災者支援チームでどんな感じで仕事をやっていたかということを
写真でお伝えしておきたいと思います。
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まず，上の写真は，3月下旬に体育館のような講堂に臨時のイスとテーブル，パソコ
ンなどを入れて仕事をしている様子ですね。
次に下の写真は，同じ時期に開いていた政治家も入れた運営会議の模様です。この写
真の右から2人目は，昨日亡くなられたという報道があった仙谷由人官房副長官（当時）
です。今日縷々申し上げてきたことを次々と意思決定して，各省への依頼事項を決めて
いったりすることは，実は大変に面倒なことなのです。そのため，こういう政治家と役
人とが集まった運営会議を毎日11時開始と決めて，11時に自動で集まっていました。
これは学生だと分からないかもしれませんが，役所だろうと企業だろうと，会議のため
に関係者を集めてセッティングして出欠を確認してとか，そういうのがまた面倒なので
す。通常は，政治家が出る会議ですと，そういうセッティングをやりますが，それもや
めました。全部11時に自動で集合。来なくても会議を始めてしまう，事前に説明も一
切しない。この会議の場で聞いてくださいと。その場で状況を聞いて，こうしよう，あ
あしようというのを判断しようと毎日やっていました。その模様ですね。このあたりは，
ちょっとピンとこないかもしれません。

13 行政の行う事務
残り時間がわずかになってきましたが，本当は演題の「国家公務員は何のために働く
のか」というテーマからすると，もう一つ用意した資料2「行政の基礎知識～国・地方
自治体の仕事～」の話の方が身になるのかもしれません。しかし，この資料は，理屈の
話なので見れば分かるし，人の話を聞かなくても大体分かる内容です。むしろ，せっか
くの機会なので，これまで取り上げてきた具体的なことをお話しして，何がしかを感じ
てもらおうと思った次第です。
でもまだ少し時間がありますのでご紹介すると，行政がやっている仕事というのは，
だいたい次図の4分類ではないかというのが，これは誰の教科書にも出ておりません
が，私個人の説です。
この4通りについて，下から具体例を挙げて説明しましょう。
まず④について，たとえばスポーツセンターといった公共施設を作り，管理するよう
な仕事というのは都道府県，市町村主体で立案して実施する。モノによっては国から何
らかの補助がある場合もあるかもしれませんが，補助があろうとなかろうと自治体主体
でやります。このような行政の領域というのは，もちろん数多くあり，これが一つのパ
ターンです。
次に③は，実施は地方でやりますが，制度と予算は国が担当するというパターンで
す。たとえば生活保護についての給付水準とか予算であるとか，そういう制度は国，厚
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労省がやりますが，実際に誰を保護対象として給付するかとか，そういう判断は自治
体，具体的には市や都道府県（町村区域）が実施しているというパターンです。
次に②については，これは自治体向けではなくて，国が企業とか消費者に対して一定
の補助なり税制優遇をすることによって，一定の方向に誘導するというパターンもあり
ます。具体例としては，エコカー補助金やエコカー減税があります。
最後に①ですが，これは全く企業も自治体も関与せずに，国が直接やっているパター
ンです。たとえば刑務所ですが，これは自治体の仕事ではないので，全て国が直接実施
しています。制度を作り，法律，予算を策定するのみならず，実際の運営まで直接国家
公務員が担当しています。
次に，国の行政組織と定員について，下表を見てください。
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実は国家公務員というのは自衛官を除くと，自衛官を除いてカウントするのが普通な
のですが，自衛官を除いて約30万人います。これが，私はかまぼこ型と呼んでいます
が，その内訳の棒グラフです。この一番左，内部部局4万人，これが私のような霞が関
の人たちです。いわゆる国家公務員というと霞が関をイメージすると思いますが，国家
公務員30万人のうち，霞が関にいるのはこの4万人だけです。この4万人が先ほど申
し上げたような政策や法律や予算を作ったり，それを配分したりと，そのような仕事を
しているわけです。残り約26万人というのは表を見てのとおり，だいたい現場の仕事
をしているのです。このようにまず，実は都道府県と市町村もやっている仕事が結構違
うのですが，そこは省略すると，国と自治体でどの部分をやっているかということに結
構違いがあります。それは先ほど震災の話で申し上げたところで，それがお分かりいた
だけるように整理したつもりです。
そして，一般化してみても，先ほどの4つのパターンで紹介したように，分担でやっ
ている。特に国家公務員の中には直接現場でやっている刑務所，税務署，ハローワーク，
税関，あとは海上保安庁であるとか，そういうところがあるわけです。したがって，皆
さんが将来の志望先を考える際に，特に公務員の中で考えるには，自分のやりたい仕事
がどの領域なのか，ということを，分野もさることながら，その抽象度も意識して考え
ていただけるといいのではないかと思います。
時間がいっぱいになりましたので，これで終わります。

司会 ありがとうございました。もう少しゆっくりお話を聞きたかったところですが，
時間になりましたので，これで講演会を終了します。あらためて山下先生に拍手をお願
いします。

（やました・てつお 内閣官房行政改革推進本部事務局長）

【編集注】
本稿は，平成30年10月17日に行われた香川大学法学会講演会の記録である。講師の肩書きは，講演会
当時のものである。
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